
年 5 月 29 日
室蘭商工会議所　会頭　様

※個人事業主は代表者個人印、法人は法人印を押印ください。

〇申請時提出書類

〇誓約書署名

代表者　職・氏名

代表　商工　太郎

info@murocci.or.jp

☑

理由書（様式任意）
室蘭市内企業以外と契約又は購入する場合は、理由を記載し、ご提出く
ださい

印

記

事業所名

④

理容室

標記について、関係書類を添えて申請します。

e-mail0143-22-3196

印

代表者職氏名

□

従業員数

　☑　会　員
　□　非会員（会員加入が必要です。（※加入申込書と年会費を添えてお申込みください））

誓約書

１．申請要件を全て満たしています。
２．申請要項の内容を確認しており、申込書及び添付書類に記載した内容に偽りはありません。
３．申請事業者は暴力団でなく、またその構成員は暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者ではなく、申請事業者の経営に暴
力団及び暴力団員が実質的に関与していません。
４．店舗等における営業に際して遵守すべき各種法令に違反していません。
５．補助事業により取得した物品等は、私的利用や転売など他の用途には使用しません。
６．国や市町村等による他の補助制度と重複して補助金の交付を受けておらず、今後も交付を受けることはありません。なお、重複して
補助金の交付を受けた場合、当該補助金を返還します。
７．申請内容の確認等のため、報告や現地調査を求められた際には協力します。

補助金の申請をするに当たって、次のとおり誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

【様式２-１】　補助事業計画書

☑

室蘭商工会議所
会員加入状況

０人

補助を受けて実施する取り組み内容について、自社が直面している課題
など、取り組みの必要性も記載し、提出してください

提出書類

（個店-様式１）

① 【様式１】　申請書
本書
記入漏れがないか確認ください ☑

②

資本金

室蘭商工会議所　まちづくりファンド（個店支援）申込書

創業・設立年月日 2020年1月1日

事業所名

電話番号

チェック

商工理容室

商工　太郎

備考

〒051－0022

主たる業種

2026

商工　太郎商工理容室

③ 【様式２-２】　経費明細書
取り組みにかかる経費の内容・個数・金額等を記載し、提出してください
※申請時に記載のないものは補助対象となりません

申請担当者職氏名

室蘭市海岸町1-4-1
所在地

なし
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（個店-様式２-１） 

 

室蘭商工会議所 まちづくりファンド（個店支援）補助事業計画書 

 

 

事業所名   商工理容室    

 

１．補助事業の内容（※所定の欄に記入しきれない場合は、適宜欄を広げてご記入ください） 

（１）補助事業で実施する事業名（下記の具体的な取り組み内容がわかるタイトル） 

 「ナノバブルシャワー導入による新サービス（ヘッドスパ）開始及び客単価向上事業」 

（２）事業期間 

 ２０２６年４月１日 ～ ２０２６年１２月１５日 

（３）補助事業で実施する具体的な取り組み内容 

（自社が直面している課題なども含め、取り組みの必要性についてもご記入ください） 

 

 当店は室蘭市海岸町で営業する理容店である。近年、地域人口の減少や高齢化により、新規顧客

の獲得が難しく、売上は既存顧客の来店頻度に大きく依存している状況にある。 

 また、理容業界全体として価格競争が激化しており、従来メニューのみでは十分な利益確保が困

難になっている。 

 現在の主力メニューである「カット・顔そり・シャンプー（3,000 円・税込）」は、物価高や水道

光熱費、消耗品費の上昇により、利益率の低下が課題となっている。しかし、単純な値上げだけで

は顧客離れのリスクが高く、付加価値を伴った価格改定が不可欠である。 

 そこで本事業では、「ナノバブル（超微細気泡発）シャワー）」（別紙のカタログ・見積書参照）を

導入し、毛穴洗浄・血行促進・リラクゼーション効果の高い新サービス「ヘッドスパ」を開始する。

あわせて、新シャワーヘッドによるシャンプー品質向上を既存メニューにも反映し、既存メニュー

価格を 200円改定する。 

 これにより、 

  ① 高付加価値サービスの提供による客単価向上 

  ② 価格改定への顧客納得感の確保 

  ③ 一人経営でも対応可能な高収益体制の構築 

を図り、地域密着型店舗として持続可能な経営基盤を強化する。 
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（４）補助事業の効果 

 本事業により、当店において下記の売上増加が見込まれる。※来店客数は月平均 110人で算出 

 

  ① 既存メニュー価格改定による売上増 

    現行客単価  ：3,000円 

    改定後客単価 ：3,200円（＋200円） 

    月間来店客数 ：110人 

    年間売上増加額：200円 × 110人 × 12か月 ＝ 264,000円 

 

  ② 新サービス「ヘッドスパ」による売上増 

    ヘッドスパ料金  ：1,500円 

    利用率想定    ：来店客の 20％ 

    年間来店客数   ：110人 × 12か月 ＝ 1,320人 

    年間ヘッドスパ売上：1,320人 × 20％ × 1,500円 ＝ 396,000円 

 

  ③ 年間売上増加合計 

    既存メニュー単価改定分 264,000円＋ ヘッドスパ売上 396,000円＝ 合計 660,000円 

 

 「ナノバブル（超微細気泡発）シャワー）」は追加人件費を必要としない設備であるため、売上増

分の多くが利益向上に直結し、今後の事業継続に大きく寄与する。 

 

 



２．経費明細表 （単位：円）

＜補助対象経費の調達一覧＞

（個店-様式２-２）

補助対象経費額
（税抜）

750,000

補助額

-

金融機関からの
借入金

自己資金

補助金
（※１）

金融機関からの
借入金

その他

250,000

500,000

自己資金

-

500,000 -

※１　補助金額は、２．経費明細表の「補助額」と一致させてください。

※２　合計額は、２．経費明細表の「補助対象経費額（税抜）」合計と一致させてください。

※３　補助事業が終了後の精算払いのため、その間の資金の調達方法について記入してください。

-

その他

合計額　※２

500,000 -合計額

750,000

金額（円） 区分

３．資金調達方法

区分 資金調達先 資金調達先金額（円）

合　　計 825,000 750,000

＜補助金相当額の手当方法＞※３

500,000補助上限額

※補助限度額は５０万円。千円未満は切り捨て。

機械・設備費
ナノバブルシャ
ワー
１台

500,000

補助対象経費額
（税込）

825,000

経費区分 内容・内訳 補助率

2/3
以内


